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△△の業務を
○日までにお願いします。
報酬はすべての業務を
終えた時に話し合い
ましょう。

わかりました。

これまでもちゃんと払って
くれたし、きっと大丈夫よね。

A社にて打合せ

A社までは結構交通費が
かかるのよね…。

本日の交通費は、
こちらからお支払い
しましょうか？

いえいえ、
結構ですわ。

○○のことを
調べるのにも結構な
時間と手間がかかるわ

試作品代って
請求できるの
かしら？
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2か月後 この仕事がこんなに長期に
　　及ぶなんて。
　　交通費や試作品代が
　　かさむし、一部でも
　　　報酬を払ってもら
　　　えないかなぁ。
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　順番に在宅和亜子さんとＡ社との仕事の受発注に関して、検証してみましょう。
１． Ａ社は納期と報酬に関しては和亜子さんに話していますが、「報酬はすべての業務を終えたとき

に話し合いで」と言っています。口約束ではなく、契約書を発行してもらうように依頼しましょ
う。

２． 仕事を遂行する上で、細かい経費が出ていく場合もあります。たとえば交通費、宅配代、記録メ
ディア代などです。事前にこれらの経費がどちらの負担になるかを確認しましょう。

３． 請け負った業務はやってみると、意外に時間がかかったり、途中で成果物の状況を提出すること
を求められたり、思った以上に時間とコストがかかる場合もあります。そんな時、和亜子さん
は、Ａ社にその旨を話し、途中で見積もりを出して、Ａ社に検討してもらうなどの働きかけを行
う努力も必要です。

４．業務終了日が変更されて大幅に延びてしまった場合は、途中で一部入金を依頼してみましょう。

　契約書を作成していなかったり、業務内容や業務の範囲、納期、報酬金額や支払条件などについて
明確に定めていないとトラブルになります。
　仕事の受注に際しては、必ず契約書を取り交わしましょう。

　　　和亜子さん、やきもきする第４話

参�考 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン→11～15ページ
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